
★ 離婚日 ◎ 再婚可能日
○ 起算日 ● 満了日

★ 離婚日 ◎ 再婚可能日
○ 起算日 ● 満了日
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★離婚日 平成２７年 ４月１０日 
○起算日 平成２７年 ４月１１日（民法１４０条） 
●満了日 平成２７年１０月１０日（民法１４３条２項） 
◎再婚可能日 平成２７年１０月１１日（改正前民法７３３条１項） 

★離婚日 平成２８年 ２月２８日 
○起算日 平成２８年 ２月２８日（改正民法７３３条１項） 
●満了日 平成２８年６月６日（離婚日を含めて１００日目 民法１４１条） 
◎再婚可能日 平成２８年６月７日（離婚日を含めて１０１日目 改正民法７３３条１項） 

６か月 

１００日 

改正前民法では初日不算入でしたが，

改正民法733条1項では「前婚の解消

又は取消しの日から起算して１００日

を経過した後でなければ，再婚をする

ことができない。」となっていますので，

再婚禁止期間の起算日が変わること

になります。 

民法改正による再婚禁止期間計算の変更 

これまでの考え方 

改正民法の考え方 

２月 ２８～２９日  ２日  
３月  １～３０日 ３０日 
４月  １～３１日 ３１日 
５月  １～３１日 ３１日 
６月  １～  ６日   ６日 
合計         １００日 

http://4.bp.blogspot.com/-GAVYMoV3F4M/UZYk0hIarTI/AAAAAAAATGc/A05ffniZ3i8/s800/job_senesi.png

	Sheet1

